
別表１ 

中小開発企業の定義 

 中小開発企業とは、次のア及びイのいずれにも該当する会社（会社法（平成 17 年法律第

86 号）第２条第１項に規定する会社をいう。）をいう。 

 

ア 次表第Ⅰ欄の業種を主たる事業として営むものであって、第Ⅱ欄及び第Ⅲ欄に定める

基準のいずれかを満たすこと。 

注）常時使用する従業員とは、労働基準法（昭和 22 年法律第 49号）第 20 条の規定に基づく

解雇の予告が必要な者をいい、事業主及び法人の役員は含まない。 

イ 次の（ア）から（ウ）までのいずれにも該当しないこと。 

（ア）発行済株式の総額又は出資金額の２分の１以上が、同一の大企業（アに該当しない

ものをいう。以下同じ。）の所有に属しているもの。 

（イ）発行済株式の総額又は出資金額の３分の２以上が、複数の大企業の所有に属して

いるもの。 

（ウ）大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占めている

もの。 

 

Ⅰ 主たる事業として営む業種 Ⅱ 資本金基準  （資

本金の額 又は出

資の総額） 

Ⅲ  従業員数基準 

（常時使用する  

従業員の数） 

１．製造業、建設業、運輸業その他の業

種（２．から７．までの業種を除く。） 
３億円以下 300 人以下 

２．ゴム製品製造業（自動車又は航空機

用タイヤ及びチューブ製造業並びに

工業用ベルト製造業を除く。） 

３億円以下 900 人以下 

３．小売業 ５千万円以下 50 人以下 

４．サービス業（５．及び６．の業種を

除く。） 
５千万円以下 100 人以下 

５．ソフトウエア業又は情報処理サービ

ス業 
３億円以下 300 人以下 

６．旅館業 ５千万円以下 200 人以下 

７．卸売業 １億円以下 100 人以下 


